
身近に潜むサイレントチェンジ問題について

・グローバル調達が当たり前となった現代では、「サプライヤーの良心」に依存しない。
・適切な契約と簡易試験でもいいので定期的な品質確認を実施することが大切である。

サイレントチェンジが原因と推定された事故が多く発生している。

○NITEの事故調査結果 ○調達契約とサイレントチェンジ

契約に含まれる仕様

契約に含まれない仕様

調達品の仕様を氷山に例えると、

材料の組成、製造工程等は
ブラックボックス、

仕様の指定が難しい。

見える

見えない

①契約で決められた仕様を
無断変更した。
・契約違反になる。
・サプライヤーに過失責任
が問える。

②契約で決められていない
仕様を無断変更した。
・契約で無断変更を禁止
する条文がなければ、
契約違反にならない。
・サプライヤーに過失責任
が問えない。

材料（主成分だけでなく添加成分も含め）や製造工程を変更する際は、
事前に承諾を得る旨の条文を契約書に記載することが望ましい。

○契約違反の事故事例 ○契約違反ではない事故事例
・購入してから６日の使用で２回転倒し負傷

・事故原因
靴底に本来の仕様と異なる摩擦係数の
低い材料が使われたため、滑りやすい靴
になり、転倒した。
指定された材質：ＳＢＲゴム
事故品の材質 ：塩化ビニル樹脂

ＡＣアダプターのＤＣプラグの樹脂が溶融

・事故原因
異極間の絶縁樹脂に難燃剤として添加
された耐水性の劣る赤リンが経年で変質
し、樹脂の絶縁性が低下してショートした。
当初使用の難燃剤：臭素系
事故品の難燃剤 ：赤リン

不具合部位
（電極）

樹脂が溶融

難燃剤の種類まで指定していなかった。靴底の材質を指定していた。

○ものづくりのサプライチェーン（材料や部品の流れ）

サプライチェーンのどこかでサイレントチェンジが行われれば、
最終製品に影響が生じて事故に至る可能性がある。

最終製品の
製造（輸入）事業者

消費者（事故の被害者）

サプライヤー

○サイレントチェンジ対策
①適切な契約
・用途としてリスクが高い材料は、使用禁止を明記する。
例：電気絶縁部への耐水性の劣る赤リン添加等。

・「たとえ契約上の仕様を満たしていても、何らかの変更をする際は事前に承諾を得る。」
旨を明記する。

0.800

0.900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

A1
01

A1
02

A1
03

A1
04

A1
05

A1
06

A1
07

A1
08

A1
09

A1
10

A1
11

A1
12

A1
13

A1
14

A1
15

比
重

ロット番号

規格値

納入開始

異常を放置すれば、
それが常態化する

さらにエスカレートする
可能性もある。
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②継続的な品質試験の実施
・特性値の変動について、簡易試験でもいいので定期的に検査する。
→ 異常があれば早期発見で、検査していることを示せば心理的な抑止効果にもなる。

・サプライヤーから提出される品質データは偽造されることもあるため、鵜呑みにせず必ず
自社でも検査する。

全ての取引先に波及

製品安全センター
・６／１７ ＮＨＫ 衛星放送 「経済フロントライン」で特集
・１０／２４ ＮＨＫ 総合放送 「クローズアップ現代＋」で特集
・１１／１ テレビ朝日系列 全国放送 「グッド！モーニング」で特集

欠陥品


